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市報こだいら　電子書籍版
10か国語で配信
自動音声読み上げにも対応

スマートフォン用アプリ
小平トピックス

地域支援講座　気づかなかったこだいらを切り撮る　カメラで仲間と繋がり、小平の魅力を
再発見　（全 ８回）　抽選・A
d ９ 月１６日〜１１月２５日の水曜日（ ９ 月３０日、１０月２１日・２８日を除く）　午後 ７ 時〜 ９ 時
t 市内在住・在勤・在学で、絞りやシャッタースピードを変更できるデジタルカメラを持
っているカメラ初心者の方
n 写真撮影の基礎、名所を探しての撮影・発表、撮影スポット案内の作成
k 宇井眞紀子さん（写真家）
m ９ 月 ３ 日（木）まで（月曜日を除く）に、中央公民館へ☎０４２（３４１）０８６１
健康づくり講座　健康ウォーキング実践講座　人生１００年時代を新生活様式で楽しく生きる
ための実践ウォーキング法　（全 ６回）　抽選
d ９ 月１６日〜１０月２１日の水曜日　午前１０時〜正午　t 市内在住の方
n 日常生活の中での歩きを見直して健康になる
k 園原健弘さん（ウォーキング指導者、元競歩五輪代表選手）
m ８ 月２９日（土）まで（日曜・月曜日を除く）に、大沼公民館へ☎０４２（３４２）１８８８
シニア講座　スマホ（アンドロイド）を使いこなそう　（全 ５回）　抽選
d ９ 月１７日〜１０月１５日の木曜日　午後 ２ 時〜 ４ 時　t 市内在住でおおむね６０歳以上の方
n スマートフォン（アンドロイド）の基本操作、インターネットの使い方、写真・動画の
撮影などを学ぶ
k ＮＰＯ法人シニアＳＯＨＯ世田谷代表理事山根明さんほか
m ９ 月１０日（木）まで（日曜・月曜日を除く）に、花小金井北公民館へ☎０４２（４６２）５７９０
女性セミナー　一生モンの人形を作ろう　手作り人形で子どもとのコミュニケーションが変
わる　（全 ８回）　抽選・A
d １０月 １ 日〜１２月 ３ 日の木曜日（１０月２２日・２９日を除く）　午前１０時〜正午
s ３，０００円　t 市内在住で子育て、孫育てに関わっている方
n 毛足の長い布で子どもに馴染みのある動物の人形を作り、人形劇を体験する
k 永野むつみさん（人形劇団ひぽぽたあむ代表）　e 針、糸、裁ちばさみほか
※動きやすい服装・靴でお越しください。
y １０人、 ９ 月２４日（木）
m ９ 月１５日（火）まで（月曜日を除く）に、中央公民館へ☎０４２（３４１）０８６１
子育て支援講座楽しく学ぼう　整理収納術　片付けやすい暮らしへ　（全 ５回）　抽選
d １０月 ７ 日〜１１月１１日の水曜日（１１月 ４ 日を除く）　午前１０時〜１１時３０分
t 市内在住・在勤・在学の方
n いつまでも快適な暮らしを送れるよう、整理収納術を楽しく分かりやすく学ぶ
k 伊藤美佳代さん（整理収納・照明アドバイザー）　y ５ 人、 ９ 月３０日（水）
m ９ 月１８日（金）まで（月曜日を除く）に、津田公民館へ☎０４２（３４２）０８６３
※詳しくは、公民館のチラシや小平市ホームページをご覧ください。
※電子メールで申し込む場合には住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入のうえ、講座名を件
名として送信。申込み期限の翌日までに確認メールが届かない場合はお問い合わせください。

公民館の講座・イベント
d…日時　s …費用　t…対象　c…定員　n…内容　e…持ち物　k…講師
y…保育定員、オリエンテーション日程　m…申込期限と実施場所
A…電子メールでの申込み可（Akominkan-koza@city.kodaira.lg.jp）
※保育は市内在住の満 ６ か月から就学前まで。

申込み　 ８月２０日（木）の午前１０時から、電話で問合せ先へ（先着順）
問合せ　子ども家庭支援センター☎０４２（３４８）２１００

子ども家庭支援センター ９月のプログラム

前期分（ ４月〜 ９月）の助成内容

補助金種類 対象
月額

（児童 １ 人に
つき）

幼児養育費
補助金

３ 歳〜 ５ 歳児の幼児
施設（幼稚園、保育
園を除く）へ通う児
童で、施設等利用給
付認定のない児童

 ３，３００円

４ 歳・ ５ 歳児の在宅
児  ３，３００円

幼児教育・保
育の無償化に
伴う補助金

０ 歳〜 ２ 歳児の認可
外保育施設へ通う児
童で、施設等利用給
付認定のある児童
（非課税世帯のみ）

４２，０００円
（上限額）

３ 歳〜 ５ 歳児の認可
外保育施設へ通う児
童で、施設等利用給
付認定のある児童

３７，０００円
（上限額）

※施設等利用給付認定とは保育の必要性の認定のこ
とで、幼児教育・保育の無償化に伴う補助金を申請
するために必要です。
※対象年齢は、令和 ２ 年 ４ 月 １ 日現在の年齢です。

日　程 対象・定員 内　容
出張ひろば　助
産師さんによる
子育て相談会

９ 月 ８ 日（火）　午前１０時か
ら、１０時３０分から、１１時から
東部市民センター和室
※各２０分程度。

乳幼児と保護者
各回 ２ 組 個別相談会

あげますくださ
い

９ 月１２日（土）　午前１０時
〜正午　子ども家庭支援セ
ンター

−
お子さんの成長と
ともに使わなくな
った洋服、おもち
ゃを交換する

０ 歳さんあつま
れ

９ 月１５日（火）　午前１０時３０
分〜１１時
９ 月２４日（木）　午後 ２ 時〜
２ 時３０分
子ども家庭支援センター

▷ ９ 月１５日…低月齢（生
後 ３ か月から ６ か月）のお
子さんと保護者
▷ ９ 月２４日…高月齢（生
後 ７ か月から１１か月）のお
子さんと保護者
各回 ３ 組

親子のふれあい遊
び

双子ちゃんあつ
まれ

９ 月１８日（金）　午前１０時
３０分〜１１時３０分　子ども家
庭支援センター

多胎児と保護者、多胎児
を妊娠中のプレママプレ
パパ
３ 組

多胎児の親子の出
会いの場

助産師さんによ
る相談会
りぼんの会

９ 月２９日（火）　午前１０時か
ら、１０時３０分から、１１時から
子ども家庭支援センター
※各２０分程度。

乳幼児と保護者
各回 ２ 組 個別相談会

※会場では、入場前に検温します。

マスクの着用・手洗い・
手指消毒の徹底

幼

児

養

育

費

幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
に
伴
う
補
助

補
助
金
の
申
請
を

　
令
和
２
年
度
前
期
分
（
令
和
２
年
４
月

か
ら
９
月
分
）
の
、
幼
児
養
育
費
と
幼
児

教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
補
助
金
の

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
助
成
内
容

は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

※
い
ず
れ
も
、
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る

期
間
に
限
り
ま
す
。

※
二
つ
の
補
助
金
を
同
一
月
で
重
複
し
て

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
認
可
外
保
育
施
設
は
、
東
京
都
認
証
保

育
所
と
小
平
市
認
定
家
庭
福
祉
員
を
除
き

ま
す
。

※
幼
児
施
設
に
は
一
定
の
基
準
が
あ
り
ま

す
。

※
小
平
市
以
外
の
施
設
を
利
用
し
て
い
る

方
も
、
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
み　
９
月
２３
日
（
水
）
ま
で
（
消
印

有
効
）
に
、
申
請
書
類
を
、
問
合
せ
先
へ

持
参
ま
た
は
送
付

※
申
請
書
は
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２

階
）、
東
部・西
部
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
伴
う
補

助
金
を
申
請
す
る
方
で
、
必
要
書
類
が
期

限
ま
で
に
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
別
途

提
出
期
限
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
（
〒
１８７
︱
８
７

０
１　
小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
４
４

▪
保
育
施
設
等
に
在
籍
し
て
い
な
い
子
ど

も
の
保
護
者
の
方
へ

　
認
可
保
育
園
等
の
施
設
に
在
籍
せ
ず
、

一
時
預
か
り
事
業
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
を
中
心
に
利

用
し
、
保
育
の
必
要
性
の
認
定
（
子
育
て

の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
認
定
）
を
受

け
て
い
る
０
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
子
ど
も

が
い
る
世
帯
は
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
の
補
助
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
対
象
期
間
（
前
期
分
）
は
、
令
和
２
年

４
月
か
ら
８
月
ま
で
の
５
か
月
分
で
す
。

問
合
せ　
保
育
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
６

４
５学

校
を
休
み
が
ち
な
子
の

こ
れ
か
ら
に
つ
い
て

考
え
る
親
の
会

▪
小
平
地
域
教
育
サ
ポ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
事

業
　
不
登
校
の
子
ど
も
の
保
護
者
に
は
、
戸

惑
い
や
心
配
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

卒
業
後
の
進
路
、
親
の
関
わ
り
方
な
ど
を

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
先
輩
保
護
者

と
話
し
ま
す
。

と　
き　
９
月
１１
日
（
金
）　
午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　
小
川
西
町
公
民
館
学
習
室
１

対　
象　
学
校
を
休
み
が
ち
な
子
ど
も
の

保
護
者

※
小
・
中
学
校
卒
業
生
の
保
護
者
も
可
。

※
該
当
し
な
い
方
は
、ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

定　
員　
１５
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
地
域
学
習
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
８
３
４

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

令
和
２
年
度

対　
象　
令
和
３
年
３
月
３１
日
ま
で
に
、

次
に
該
当
す
る
方

▽
満
１５
歳
以
上
で
、
就
学
義
務
猶
予
免
除

者
で
あ
る
ま
た
は
あ
っ
た

▽
満
１５
歳
に
達
し
、
保
護
者
が
就
学
さ
せ

る
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免
除
を
受
け
ず
、

年
度
の
終
わ
り
ま
で
に
中
学
校
を
卒
業
で

き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
大

臣
が
認
め
た

▽
満
１６
歳
以
上
で
義
務
教
育
未
修
了
者

▽
満
１５
歳
以
上
で
日
本
国
籍
を
有
し
な
い

試
験
日　
１０
月
２２
日
（
木
）

願
書
受
付　
９
月
４
日
（
金
）
ま
で
に
、

文
部
科
学
省
生
涯
学
習
推
進
課
へ

問
合
せ　
東
京
都
教
育
庁
地
域
教
育
支
援

部
義
務
教
育
課
☎
０３
（
５
３
２
０
）
６
７

５
２

▪
架
空
請
求
に
ご
注
意
を

①
例　
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
「
有
料
会
員
の
会
費
が
未
納
で
す
。

す
ぐ
に
連
絡
を
し
な
い
と
法
的
手
段
を

と
り
ま
す
」
と
い
う
身
に
覚
え
の
な
い

内
容
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
ま
だ
相
手

に
連
絡
を
し
て
い
な
い
が
、
ど
う
す
れ

ば
い
い
か
。

②
例　
債
権
回
収
会
社
を
名
乗
る
は
が

き
が
届
い
た
。「
未
納
料
金
が
あ
り
、
連

絡
が
な
け
れ
ば
、
法
的
措
置
を
と
る
」

と
書
い
て
あ
る
が
、心
当
た
り
が
な
い
。

▽
相
談
員
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス

　
身
に
覚
え
が
な
い
場
合
は
、
法
的
措

置
を
と
る
な
ど
と
書
か
れ
て
い
て
も
、

相
手
方
に
連
絡
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

①
の
よ
う
な
メ
ー
ル
は
、
電
話
番
号
で

送
信
で
き
、
数
字
の
組
み
合
わ
せ
で
誰

に
で
も
届
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
不

審
に
感
じ
た
場
合
は
、
お
気
軽
に
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▪
６０
　
歳
以
上
の
方
は
特
に
注
意
を

　
６０
歳
以
上
の
方
の
消
費
者
被
害
の
相

談
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
小
平
市

で
は
、
昨
年
度
の
６０
歳
以
上
の
方
か
ら

の
相
談
件
数
が
全
体
の
約
４４
％
を
占
め

て
い
ま
す
。

　
身
近
な
方
も
、
声
か
け
す
る
な
ど
消

費
者
被
害
の
未
然
防
止
・
早
期
発
見
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。　

　
東
京
都
で
は
、
高
齢
者
の
消
費
者
被

害
未
然
防
止
・
早
期
発
見
の
た
め
、
９

月
を
高
齢
者
悪
質
商
法
被
害
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
月
間
と
定
め
、
公
共
施
設
な

ど
に
悪
質
商
法
の
手
口
や
、
対
応
を
解

説
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

▪
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

受
付
時
間　
平
日
の
午
前
９
時
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
４
時

電
話
番
号　
０４２
（
３
４
６
）
９
５
５
０

▪
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
お
近
く
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
に
つ

な
が
り
ま
す
。

電
話
番
号　
１
８
８

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

だ
よ
り
②

問合せ　東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
☎03（5388）0567

感染防止
徹底宣言ステッカー
東京都では、東京都感染拡大防止ガイド
ラインや各業界団体作成のガイドライン
を参考に新型コロナウイルス感染症対策
を行っている店舗・事業者に、感染防止
徹底宣言ステッカーを発行しています。
ステッカーは、店舗などの目立つところ
に掲示されています。
取り組み例

人数や滞在時間を制限し、
３密にならないよう留意

１人○時間まで
入場○人まで


